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監査結果報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定により、下記のと

おり監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出する。 

 

 

記 

 

 

第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類 

    地方自治法第１９９条第２項の規定による行政監査及び同条第４項の規定による定期

監査 

 

２ 対象部課 

     市民協働部【自治振興課、危機管理課、人権推進課】 

     会計課 

 

３ 対象期間 

令和７年度（令和７年４月１日から令和７年８月３１日まで） 

ただし、必要に応じて他年度を含む。 

 

 



 

４ 実施期間 

令和７年９月４日から令和７年１１月２８日まで 

 

５ 監査の実施方法 

監査対象部課の財務に関する事務の執行が、関係法令及び条例規則等の規定に基づき適

正に執行されているか、また、公正で合理的かつ効果的に事業が運営されているかという

点に留意し、併せて、事務の執行が地方自治法第２条第１４項及び第１６項の規定に則っ

てなされているかという点に留意し、監査資料の提出を求めるとともに、関係帳簿等の実

査及び提出資料に基づく監査対象部課職員からの説明聴取により監査を実施した。 

 

６ 監査の着眼点 

 今回の監査を実施するに当たり、財務に関する事務の執行及び事業の運営に関する内容

について、以下の項目に着眼して実施した。 

 

 ⑴ 文書の管理について 

    簿冊の保管、特に個人情報記載文書の保管が適切に行われているか。 

 

⑵ 公印の管理について 

   公印の保管及び管守が適切に行われているか。 

 

⑶ 現金等（公金）の保管について 

現金及び切手等の保管が適切に行われているか。 

 

⑷ 収入及び支出事務について 

① 収納又は徴収が適切に行われているか。 

② 未収金の滞納整理が適切に行われているか。 

③ 資金前渡の精算が適切に行われているか。 

 

⑸ 旅費について 

① 出張命令簿への記入漏れや押印漏れ等の不備はないか。 

② 旅費の支給されない公用車使用による場合でも出張命令簿に記載されているか。 

③  旅費の精算が適切に行われているか。 

 

⑹ 備品の管理について 

備品台帳等により適切に管理が行われているか。 

 

 

 

 



 

⑺ 建設工事について 

① 契約に係る起案、契約手続、請求及び支出等が適正に処理されているか、また、契

約内容と金額が妥当であるか。 

② 業者選定方法は妥当であるか。 

③ 日付の不備（漏れ、鉛筆書き、矛盾）や押印漏れ等がないか。 

④ 関係書類が適正に作成、整理され、簿冊に保管されているか。 

 

⑻ 契約事務について 

① 委託契約及び賃貸借契約に係る起案、契約手続、請求及び支出等が適正に処理され

ているか、また、契約内容と金額が妥当であるか。 

② 業者選定方法は妥当であるか。 

③ 随意契約理由は妥当であるか。 

④ 日付の不備（漏れ、鉛筆書き、矛盾）や押印漏れ等がないか。 

⑤ 契約関係書類が適正に作成、整理され、簿冊に保管されているか。 

 

⑼ 附属機関等について 

法令又は条例に基づき設置され、適切に運営されているか。 

 

⑽ 報償費について 

  謝金等の金額は妥当であるか。 

 

⑾ 補助金・交付金等の交付について 

① 交付要綱、要領等が適正に整備されているか。 

② 目的及び補助額が適切に設定されているか。 

③ 交付申請から交付までの事務手続が要綱及び要領に基づき適正に行われているか。 

 

⑿ 負担金等の支出について 

支出目的及び負担額の計算方法が適切に設定されているか。 

 

⒀ 行政財産目的外使用許可及び公有財産貸借について 

① 目的及び使用料が適切に設定されているか。 

② 申請及び許可等の事務処理が適正に行われているか。 

 

⒁ 公金外現金の取扱いについて 

① 取扱い方法等について、要綱等により整理されているか。 

② 現金の取扱いについて、通帳、印鑑及び現金の保管が適正に行われているか。 

 

⒂ 特定事務の状況について 

法令等に基づき適切に執行されているか。 



 

７ 監査の対象事務 

 

 ⑴ 自治振興課 

① 文書の管理について 

② 公印の管理について 

③ 現金等（公金）の保管について 

④ 収入及び支出事務について 

⑤ 旅費について 

⑥ 契約事務について 

⑦ 報償費執行状況について 

⑧ 補助金・交付金等の交付について 

⑨ 負担金等の支出について 

⑩ 行政財産目的外使用許可及び公有財産貸借について 

⑪ 特定事務の状況について 

 

 ⑵ 危機管理課 

① 文書の管理について 

② 公印の管理について 

③ 現金等（公金）の保管について 

④ 収入及び支出事務について 

⑤ 旅費について 

⑥ 契約事務について 

⑦ 附属機関等について 

⑧ 補助金・交付金等の交付について 

⑨ 負担金等の支出について 

⑩ 特定事務の状況について 

 

  ⑶ 人権推進課 

① 文書の管理について 

② 公印の管理について 

③ 現金等（公金）の保管について 

④ 収入及び支出事務について 

⑤ 旅費について 

⑥ 建設工事について 

⑦ 契約事務について 

⑧ 附属機関等について 

⑨ 補助金・交付金等の交付について 

⑩ 負担金等の支出について 

⑪ 行政財産目的外使用許可及び公有財産貸借について 

⑫ 特定事務の状況について 



 

 ⑷ 会計課 

① 文書の管理について 

② 公印の管理について 

③ 現金等（公金）の保管について 

④ 収入及び支出事務について 

⑤ 旅費について 

⑥ 特定事務の状況について 

 

 

第２ 監査の結果 

監査の着眼点に基づき、各課の財務に関する事務の執行及び事務事業の運営について監

査を実施した結果は、次のとおりである。 

 

 １ 自治振興課 

自治振興課については、防犯灯や防犯カメラ等の防犯対策、町会連合会等への地域活動

支援、友好都市交流・国際交流事業の推進、広報誌の発行やウェブサイト運営等の幅広い

業務を展開されている。 

財務に関する事務の執行については適正に処理されていた。 

事務の執行については、書類への日付の記入漏れ及び個人情報記載文書がある書類の保

管方法につて、不完全な点が確認されたため改善を求めた。 

また、補助金や交付金、負担金等の支出による事業運営全般について、各々の要綱等に

基づき概ね適正に運営されていた。 

今後も、当該事務執行が事業目的に沿って実施されているか等について精査するなど、

引き続き適正な事業実施を心がけていただきたい。 

 

 ２ 危機管理課 

危機管理課については、地域防災計画の推進及び修正、市民や関係機関と協働した防災

訓練、災害応急・災害復旧のための物資等の備蓄など、災害や緊急事態に迅速に対応する

ための幅広い事業を実施されている。 

財務に関する事務の執行については適正に処理されていた。 

事務の執行については、書類への日付の記入漏れ等が若干見受けられたが、各種委託業

務や関係団体等への補助金・交付金事務等、業務全般において概ね適正に処理されていた。 

災害などの緊急時には、人的な対応はもとより物資等の迅速な補給などが求められるこ

とから、引き続き、日常より物資や備品等の管理に努めていただきたい。 

 

 ３ 人権推進課 

人権推進課については、住民の人権を守り、理解を深めるための様々な啓発活動や講座、

各種相談業務、差別や人権侵害の解消に向けた取り組み、男女共同参画の実現に向けた施

策など、多岐にわたる取り組みを実施されている。 



 

財務に関する事務の執行については適正に処理されていた。 

事務の執行については、公印等の保管方法に不完全な点が見受けられたが、各種委託業

務及び指定管理業務等、業務全般において概ね適正に実施されていた。 

今後も人権尊重と平等の実現に向け、引き続きご尽力いただきたい。 

 

 ４ 会計課 

会計課については、会計事務事業における入出金の管理や債権者への支払い、現金及び

有価証券の出納・保管、決算の調製等について、いずれも正確かつ確実に処理されており、

財務に関する事務の執行についても適正に処理されていた。 

近年における各種業務の電子化の進展に伴い、今後の市の出納事務においても迅速かつ

効率的な対応が求められることに留意し、引き続き適正な会計事務執行に努められたい。 

 

 

第３ 意見 

今回の監査対象である自治振興課、危機管理課、人権推進課、会計課の監査結果につい

ては、書類作成における軽微な指摘事項が若干確認されたものの、概ね適正に実施されて

いた。 

しかし、個人情報記載文書及び公印の保管方法については一部不備があったため、厳重

な管理をお願いしたい。 

事業運営については、補助金や交付金、負担金等の支出による事業をはじめ、委託業務

及び指定管理業務等の運営全般について概ね適正に運営されていた。 

今後も、各事業の執行が、その目的に沿って実施されているか等について精査するなど、

引き続き適正な実施を心がけていただきたい。 

内部統制の導入から４年以上が経過し、書類作成上の不備は導入前に比べて大幅に減少

するなど一定の成果が認められるが、引き続き決裁時におけるチェック体制の強化に努め

られたい。 


